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建議 中間とりまとめ 道路の防災・震災対策フォローアップ（骨子）

１．大規模広域地震への備え

①地震時の防災機能強化
緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強
道路への避難階段、避難場所の確保

②地震時の対応強化
実効性のある道路啓開計画の策定
資機材の配備、人員体制の確保、民間事業者との連携
実働訓練の実施

２．集中豪雨や大雪に対する道路網の信頼性と安全性の確保

③局地的・激甚的な豪雨への対応
時間雨量による事前通行規制の導入
事前通行規制区間以外を含めて災害危険箇所を的確に把握

④大雪への対応
早めの通行止めや除雪方法の改善

道路利用者への効果的な情報提供
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１．大規模広域地震への備え
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①地震時の防災機能強化 （橋梁の耐震補強）
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○ 救命救急活動等に必要な緊急輸送道路上の橋梁の耐震補強を推進

○ 兵庫県南部地震と同程度の地震に対して、落橋・倒壊等の致命的被害を起こさないレベルの
対策は約９８％の橋梁で完了（高速道路、直轄国道については対策が完了）

耐震補強済

東日本大震災では耐震補強済の国道４５号の橋梁は

被害が発生していない（震度６弱）

≪耐震補強の取り組み経緯≫

平成７年１月
兵庫県南部地震発生

平成７年２月
復旧仕様策定

平成７～９年
震災対策緊急橋梁補強事業
（対象橋脚数：約２７，９００基）

平成８年１１月
道路橋示方書改定

平成１７～１９年
緊急輸送道路の橋梁耐震補強３箇年プロ
グラム
（高速道路・直轄国道は概ね対策完了）

平成25年度末

高速道路
会社管理

国管理
都道府県

・政令市管理
市町村管理

合計

橋梁数
（15m以上）

17,050 14,160 26,444 1,053 58,707

対策済み
橋梁数

17,050 14,156 25,790 774 57,770

進捗率 100% 100% 98% 74% 98%

緊急輸送道路における道路管理者別の耐震補強進捗率

※全国の２ｍ以上の橋梁約７０万橋のうち、緊急輸送道路における１５ｍ以上の橋梁を
対象として耐震補強を実施
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道路種別
高速道路
会社管理

国管理
自治体
管理

設置
箇所数

２１ １１５ ２５

＜全国の避難階段の整備状況＞

※H27.3.31現在（自治体管理はH26.3.31現在)

①地震時の防災機能強化 （避難階段の設置）

○ 東日本大震災の教訓を踏まえ、津波が想定される地域において、自治体と協定を締結し、盛
土部分等を一時的な避難場所として活用するため、避難階段の設置や避難スペース等を整備

○ 引き続き、避難階段等の整備を進めるとともに、地域防災計画への位置づけ、避難誘導標識シ
ステムの整備、地域住民の方々と利用訓練等を実施し、防災機能を強化

＜避難階段の整備事例＞

（国道３８号釧路新道）

利用訓練中

＜避難誘導標識システム(JIS Z 9097)＞
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②地震時の対応強化 （道路啓開計画の策定）

○ 首都直下地震、南海トラフ地震について、政府全体の計画等※を踏まえ、具体的で実効
性のある道路啓開計画の策定が必要

関東地整では、首都直下地震時の実効性のある啓開計画を策定するため、関係機関からなる協議会を
組織し、平成27年2月20日に「首都直下地震道路啓開計画(初版)」（八方向作戦）を策定
南海トラフ地震についても、四国地整で道路法に基づく協議会を設置するなど各地域で道路啓開計画
を策定する予定

○発災後４８時間以内に、各方向１ルートの確保が目標

○複数の被災パターンを想定し、高速道路、一般国道を組み

合わせながら、あみだ状に道路啓開ルートを設定

○道路啓開に必要な資材量、部隊数を算出するとともに、資

材備蓄場所・部隊集結場所を設定。

○関係道路管理者、関係機関との情報共有・連絡体制を構築

首都直下地震道路啓開計画（初版）の概要

※首都直下地震緊急対策推進基本計画（H26.3）、国土交通省首都直下地震対策計画(H26.4)、南海トラフ地震緊急対策推進基本計画（H26.3）、
国土交通省南海トラフ地震対策計画(H26.4)、南海トラフ地震における具体的な応急対策活動計画(H27.3) 等

計画の実効性を高めるため、関係機関と連携した実働訓練
の実施
タイムラインの作成など計画のスパイラルアップ
都心部への資機材の配備・調達 等

今後の取組

八方向作戦



【参考】災害対策基本法の改正 （平成２６年１１月２１日公布・施行）
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○ 緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は、区間を
指定して以下を実施

・緊急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令
・運転者の不在時等は、道路管理者自ら車両を移動
（その際、やむを得ない限度での破損を容認し、併せて損失補償規定を整備）

２ 土地の一時使用等

○ １の措置のためやむを得ない必要がある時、道路管理者は、他人の土地の一
時使用、竹木その他の障害物の処分が可能
※ 沿道での車両保管場所確保等

３ 関係機関、道路管理者間の連携･調整

○ 都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、１の措置の要請が可能
○ 国土交通大臣は、地方公共団体に対し、１の措置について指示が可能

（都道府県知事は、市町村に対し指示が可能）
※ 高速道路については、高速道路機構及び高速道路会社が連携して対応

１ 緊急車両の通行ルート確保のための放置車両対策（災害応急措置）



２．集中豪雨や大雪に対する道路網
の信頼性と安全性の確保
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③局地的・激甚的な豪雨への対応 【防災対策の現状】

○ これまで、のり面・斜面の危険箇所について、構造物の設置等による対策を実施するとともに、

異常降雨に対しては、事前通行規制により通行止めを行い利用者の安全を確保してきたところ

○ 直轄国道における災害及び事前通行規制による通行止めのうち、豪雨に起因するものが約半数

○ 事前通行規制区間における災害発生率※が低下しているが、近年、集中豪雨の発生が増加

１．構造物対策

２．事前通行規制

○災害の恐れがある箇所は、過去の記録など
を元にそれぞれ規制の基準等を定め、災害が
発生する前に通行止めなどの規制を実施して
きたところ。

直轄国道：１７５区間、９８０ｋｍ（全延長の４％）
※越波、路面冠水、雪崩等の特殊通行規制区間を除く
※昭和４４年（制度創設時）２１０区間

擁壁 法枠

○危険箇所、事前通行規制区間を中心に法面対
策を実施してきたところ。
※直轄国道の要対策箇所2.7万箇所、対策率62% 

(H26.3時点）

50mm/h以上の短時間豪雨は近年１．３倍

直轄国道における通行止め回数
（ H１５～H２４年度の合計）

通行止め回数
３,３１１回

豪雨
１,５２８回

４６％
雪

９４６回
２９％

その他
６４１回
１９％

地震
１９６回

６％

総通行止め時間：１３１,２０２時間

災害通行止め
１,９４７回

豪雨
８２３回
４２％

地震
１０９回

６％

雪
５５５回
２８％

その他
４６０回
２４％

事前通行止め
１.８９１回

豪雨
９００回
４８％

雪
５１２回
２７％

その他
３８８回
２０％

地震
９１回
５％

うち災害通行止め回数うち事前通行止め回数
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※災害発生率：延長１ｋｍあたり・１年間あたりの災害発生回数
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③局地的・激甚的な豪雨への対応 【改善の方向性①】
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方向性①：事前通行規制制度の運用改善

課題：事前通行規制区間の豪雨災害のうち約６割が事前通行規制前に発生

事前通行規制実施後の災害発生率が近年低下

↓

災害補足率の向上と通行規制時間の短縮のため、「時間雨量による通行規制基準の導入」、「適切

な連続雨量の設定」【Ｈ27年度から試行】 ※高速道路会社では既に導入

事前通行規制区間の豪雨災害のうち約６割が事前通行規制前に発生

連続雨量（ｍｍ）

時
間
雨
量

（ｍｍ）

：災害発生時

連続雨量（ｍｍ）

時
間
雨
量

（ｍｍ）

：災害発生時

時間雨量
の導入

連続雨量による基準

組合せ雨量による基準

事前通行規制区
間（１７５区間）に
おける過去の降
雨と災害データを
もとに、機械的に
組合せ雨量を適
用したと仮定

↓
通行止め回数は
約２割減少

事前通行規制
区間における
災害発生件数

１９１件

通行規制後に
災害発生

７０件

３７％

通行規制前に
災害発生
１２１件

６３％

※直轄国道H１６～H２５データ

時間の経過

時間の経過

連続雨量
の引き上げ



③局地的・激甚的な豪雨への対応 【改善の方向性②】
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方向性②：事前通行規制区間以外を含めて災害危険箇所を的確に把握

課題：事前通行規制区間以外でも多くの災害が発生（延長あたり発生率は低い）

↓

災害履歴や異常気象時の巡回等により把握した変状等を踏まえ、ソフト対策（事前通行規制）とハード対策

を組み合わせて効率的な対策を実施

異常時点検

構造物の設置等による対策を実施

異常降雨に対しては、事前通行規制によ

り通行止めを行い利用者の安全を確保

災害履歴

191

630

規制区間内

規制区間外

100 200 300 400 500 600 700

直轄国道の事前通行規制区間内外の豪雨災害発生件数

直轄国道の豪雨による災害発生件数（H16～H25合計）

（規制区間外延長：約２１，０００ｋｍ）

（規制区間延長：約９８０ｋｍ）



③局地的・激甚的な豪雨への対応 【改善の方向性③】
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道路区域外の危険箇所については、道路管理者の対策として、ハード・ソフト両面での検討が必要

25%

46%

44%

災害発生要因の分類（直轄国道）

斜面崩落等

土石流

道路陥没

盛土崩壊等

落石

擁壁崩壊等

洗掘・護岸崩壊等
（橋台背面含む）
その他

斜面崩落等

土石流

盛土崩壊等

落石

擁壁崩壊等

洗掘・護岸崩壊等
（橋台背面含む）
その他

道路区域内

道路区域外

斜面崩落等
77箇所

斜面崩落等
138箇所

6箇所

5箇所

7箇所

9箇所

11箇所

12箇所

5箇所

17箇所

4箇所

2箇所
4箇所
4箇所

1箇所

132箇所

170箇所 56%

方向性③：道路区域外も含めた面的な防災対策

課題：道路の区域外からの被災が半数以上

道路の区域外からの被災事例

一般国道５７号 熊本県阿蘇市
（平成２４年７月被災）

今後の課題

※５１９件の災害復旧箇所のうち、
災害の発生源が判明した箇所を集計

現在は任意で用地買収を行い防災対策を実施することが基本



④大雪への対応【平成２６年２月の大雪を踏まえた改善方策】
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１．事前の備え

①大雪時に通行止めが予想される区間の広報

②優先除雪区間の設定、除雪体制の強化、道路管理者間の連携

③民間会社等との協定による除排雪資機材の調達

④降雪期前から冬タイヤ、チェーン等の装着準備の呼びかけ 等

２．大雪時の対応

①大雪による立ち往生等が予想される場合、早い段階で通行止めと集中的な除雪を実

施し、通行止め時間を最短化

②高速道路と一般道路等の関係機関連携による的確な通行止めの実施

③災対法の適用による立ち往生車両の移動

④ドライバーに対する大雪等の道路情報の提供、不要不急の外出控えの呼びかけ 等

１．事前の備え

２．大雪時の対応
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○ 大雪時に通行止めが予想される区間や優先的に除雪を行う区間をあらかじめホーム
ページ等で広報し、利用者に、荒天時における不要不急の外出の取りやめ、やむを得
ず外出するときには冬装備を万全にすることを呼びかけ

○ 優先的除雪区間では、通行止め体制や除雪体制の強化、道路管理者間の連携による効
率的な除雪等を実施

○ 大雪による立ち往生等が予想される場合、早めの通行止めを行い、集中的な除雪を実施し、
通行止め時間を最短化

○ 立ち往生車両が発生した場合は、改正災対法を適用し、速やかに車両を移動

④大雪への対応【事前の備え・大雪時の対応】

【優先的除雪区間における道路管理者間の
垣根を越えた除雪体制（群馬県の事例）】

【群馬県における垣根を越えた相互除雪イメージ】

管理区分を超えた相互除雪
の実施により、除雪車の回送
距離を抑えた効率的な除雪を
実施

凡例
↔ 除雪機械の動き

除雪車両による立ち往生車両の移動

放置されたトレーラー荷台を撤去

【改正災対法の初適用（国道192号、H26年12月）】

※改正災対法の全国の適用状況（Ｈ２７．３時点）
適用区間は４８区間、うち道路管理者による車両移動を実施した区間は１５区間、
ドライバーが不在で強制的に車両移動を実施した区間は３区間


